
「総合事業通所介護サービス」重要事項説明書 

 

当事業所はご契約者に対して総合事業通所介護サービスを提供します。 

事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを、

厚生省令 

３５号（平成１８年３月１４日）第８条に基づき、次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」と認定され

た方が 

対象となります。 

要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 
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社会福祉法人南さつま市社会福祉協議会 

通所介護事業所  潮風の里 

電話 ０９９３－６３－１１１０ 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（鹿児島県指定 第４６７１１００３２１号） 



1 事業者の概要 

(1) 法人名         社会福祉法人 南さつま市社会福祉協議会 

(2) 法人所在地       鹿児島県南さつま市加世田川畑２６４１番地２ 

(3) 電話番号        ０９９３－５３－５５９０ 

(4) 代表者氏名       会 長  當 房 公 夫 

(5) 設立年月        平成１７年１２月 １日 

 

2 事業所の概要 

(1) 事業所の種類         総合事業通所介護事業所（介護予防・日常生活支援 

総合事業）平成１７年１２月１日指定  

鹿児島県４６７１１００３２１号 

(2) 事業所の目的       要支援状態にある高齢者等（以下「要支援者」とう。）

に対し適切な援助を行うことにより、要介護者等が可能

な限りその居宅において自立した日常生活を営むことが

できるよう支援することを目的としています。 

(3) 事業所の名称        通所介護事業所 潮風の里 

(4) 事業所の所在地      鹿児島県南さつま市笠沙町片浦１０８６番地１ 

(5) 電話番号           ０９９３－６３－１１１０ 

(6) ＦＡＸ番号      ０９９３－６３－０７９０ 

(7) 管理者氏名        茅野 清美 

(8) 当事業所の運営方針  利用者の意思及び人格を尊重し、利用者が可能な限りそ

の居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常

生活が営めるよう、関係機関・団体・地域住民福祉活動

等との連携を取りながら常に利用者の立場に立った、総

合的なサービスの提供を行います。 

(9) 開設年月           平成２９年４月１日 

(10) 利用定員            １８人 

 

３ 事業実施地域及び営業時間 

(1) 通常の事業の実施地域  南さつま市内 

ただし、利用者の希望により対応します。  

(2) 営業日及び営業時間   原則として１２月２９日から翌年１月３日までと土、日 

曜日を除く毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

の間の６時間以内。 

ただし、急を要する場合や利用者の状況等により、いつ

でも対応できる体制を整えています。 

(3)  サービス提供時間    基本時間は、午前９時３０分から午後３時です。 



４ 職員の配置体制状況 

  当事業所では、ご契約者に対して総合事業通所介護サービス及び指定通所介護サービ

スを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況>  ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

    職         種  人  員 備   考  

１、管理者  １名 常勤兼務     

２、生活相談員     １名以上 2名兼務 

３、看護職員兼機能訓練指導職員 １名以上 3名兼務 

４、介護職員  １名以上 3名兼務 

５、調理職員  １名以上 兼務 

６、事務員 １名 兼務 

 

５ 当事業所が提供するサービスと利用料金 

  事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

当事当業所が提供するサービスについて、 

 

(1) 利用料金が介護保険から給付される場合 

(2) 利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

 

があります。 

 

(1)  介護保険の給付の対象となるサービス 

  以下のサービスについては、利用料金の大部分（通常９割）が介護保険から給付さ 

  れます。  

   加算対象サービスについては利用者ごとの選択制となります。利用するサービスの 

種類、実施日、実施内容等については、居宅サービス計画に沿い、事業所と利用者で 

 協議したうえで総合事業通所介護計画に定めます。 

 

<サービスの内容>   

ア 食事摂取等の介助（昼食、おやつ等） 

    イ 入浴の介助（衣類の着脱、洗髪、洗身他入浴介助、清拭等） 

    ウ 排泄（排泄の介助） 

  エ 集団でのレクリエーション、機能及び日常生活動作訓練、趣味・行事活動等 

    オ 送迎サービス（自宅と事業所間の送迎） 

 

 

 

<サービス利用料金> 

(1) 利用者の介護保険負担割合証で定められた割合（1割～3割）の利用料となります。 



ア 介護保険給付費は本事業所が代理受領しますので、利用者には、介護保険負

担割合証に定める割合の額をお支払いいただきます。 

   イ サービス利用料金は、厚生労働大臣が定める基準により、利用者の要介護度

に応じた負担と、利用するサービス内容による負担があります。 

ウ 地域密着型通所介護費（基本報酬） 

    要支援 １ （事業対象含む）     １，７９８単位（円)／月 

    要支援 ２              ３，６２１単位（円）／月 

エ 介護保険給付費の代理受領を行わない場合や総合事業通所介護計画が作成し

ていない場合、まだ要介護認定を受けていない場合は、サービス利用料の全額 

（上記金額の１０倍）をいったんお支払いいただきます。この場合、サービス提供

証明書を交付しますので、領収書を添えて、お住まいの市町村に申請しますと、

保険給付（８～９割分）が受けられます。（償還払い） 

   オ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約

者の負担額を変更します。 

   カ 同一建物減算の対象の方は減算の対象となります。 

要支援１（事業対象含む）：376単位減算 

要支援2：752単位減算 

キ 高齢者虐待防止措置が未実施の場合、所定単位の1％を減算します。 

ク 業務継続計画が未策定の場合1％の減算をします。 

(2)  介護保険の給付対象とならないサービス 

   以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

   <サービスの概要と利用料金>  

区 分 サービス内容 頻 度 等 自己負担額  

保険適用 

サービス 

外 

食事・おやつの提供費 1日1食 ☐ ６００円  

レクリエーション・クラブ 

活動材料費 

１月２回以上の 

利用の場合 
☐  ５０円  

通常の事業実施地域を超

えた利用者の送迎 

片道１０㎞未満

１回 
☐ １００円  

１０㎞を超える

場合は、５㎞又は

その端数を増す

ごと 

☐ １００円 

  を追加 
 

日常生活上必要となる諸

費用実費（利用者の日常生

活に要する費用でご契約

者に負担いただくことが

適当であるものにかかる

費用） 

尿取りパット１

枚 
☐  ４０円  

はくパンツ１枚 ☐ １４０円  

その他 実費相当額  

費用基準額（給付限度額）

を超えるサービス利用 
 全額自己負担  



(3)  利用料金のお支払い方法 

   利用料金については、１か月ごとに計算し、請求しますので、翌月２０日までに、

お支払いください。 

   なお、支払いは、原則として「郵便局（第１優先）及び南さつま農協（第２優先）

からの自動払込」とします。自動払込を利用しない場合は、振込、あるいは事業所

での現金払いとしますが、なるべく現金を扱わない方法でお願いします。 

 

 

第１優先  

自動払込金融機関      郵便局 

  自動払込先口座番号     ０１７３０－１－９４７８４ 

  自動払込先加入者名     南さつま市社会福祉協議会 笠沙支所 

 

第２優先  

自動払込金融機関      南さつま農協 

  自動払込先口座番号     ００８２４７６ 

  自動払込先加入者名     南さつま市社会福祉協議会 

                会長 當 房 公 夫 

 

(4) 利用の中止、変更、追加 

   利用予定日の前に、ご利用者の都合により、総合事業通所介護サービスの利用を中

止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合に

はサービスの実施日の前日午後５時までに事業所に申し出てください。 

   利用予定日の前日の午後５時までに申し出がなく利用を中止した場合、利用者の体

調不良等やむを得ない場合を除き、次の取消料金（キャンセル料）をお支払いいただ

く場合があります。 

<キャンセル料 >       ①４００円（食事材料費分） 

 

  月のサービス利用日や回数については、利用者の状態の変化、総合事業通所介護支援

計画に位置付けられた目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更することがあります。 

利用者の体調不良や状態の改善等により、総合事業通所介護計画に定めた期日よりも

利用が少なかった場合、また多かった場合であっても、日割りでの割引又は増額はしま

せん。 

利用者の状態の変化等により、サービス提供量が総合事業通所介護支援計画に定めた

実施回数、時間等を大幅に上回る場合には、総合事業通所介護支援事業者と調整のうえ、

総合事業通所介護支援計画の変更または要支援認定の変更申請、要介護認定申請の援助

等必要な支援を行います。 

月ごとの定額制となっているため、月の途中から利用を開始したり月の途中で終了し

た場合であっても、以下に該当する場合を除いては、原則として日割り計算を行いませ

ん。 

〇 月途中に要介護から要支援に変更となった場合 

〇 月途中に要支援から要介護に変更となった場合 

〇 同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合 



月途中で要支援度が変更となった場合には、日割り計算により、それぞれの単価に

基づいて利用料を計算します。 

サービス利用の変更の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の希望する

期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協議し

ます。 

(5) サービス利用に関する留意事項 

ア 利用者の心身の状況及びサービス提供に関わる環境の変化等があった場合は、そ 

の旨をお知らせください。 

イ 感染症に罹患した場合は、ただちに届出てください 

    ウ 機能訓練等の器具を使用する際や、送迎車への乗り降りの際、避難訓練の実施等

においては、職員の指示に従ってください。 

    エ 他の利用者のサービス利用を妨げる言動をとってはなりません。 

オ サービス利用の際に知り得た他の利用者の秘密を、口外してはなりません。 

カ 利用者の故意、又は重大な過失により施設、備品、あるいは他の利用者に損害 

を与えた場合は、その損害を賠償しなければなりません。 

キ  性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な 

範囲を超えたものにより通所介護従事者の職業環境を害することを禁止します。 

(6)  通所介護従事者の禁止行為 

      通所介護 通所介護事業所潮風の里の従事者はサービス提供にあたって次の行為は 

行いません。 

   ア ご利用者様又は、ご家族の金銭、通帳金通帳、証書、書類などの預かり。 

   イ ご利用者様又は、ご家族からの金銭、物品、飲食の授受。 

   ウ 身体拘束その他、ご利用者様の行動を制限する行為。（ただし、ご利用者様又は 

第三者の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く。その際は、その 

態様及び時間、その際の利用者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由、その他 

必要な事項について記録を行う。） 

   エ その他、ご利用者様又はご家族様等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

その他迷惑行為になる事。 

オ また、やむを得ない場合を除き、通院、買物等のために、サービス提供施設を離 

れた場所への、個々の利用者の送迎はできません。 

 

６ 緊急時等の対応と損害賠償保険への加入 

(1)  緊急時、事故発生時の対応 

本事業所では、緊急時の連絡先として主治医を確認するなど、医師・医療機関への連

絡体制の確保に努めます。 

また、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに市町村、利用者の家

族に連絡して、必要な措置を講じます。 

 

(2)  損害賠償 

本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

    保険会社名   全国社会福祉協議会 

（引受損害保険会社 日本興亜損害保険株式会社） 

    保険名         社協の保険 

    補償の概要   対人・対物賠償、管理財物、人格権侵害、経済的損害、その他 



７ 非常災害対策 

   災害時の対応として消防関係法令に基づき消防設備を設置します。また、消防計画

を作成し、防火管理者の指示の元、防災訓練を定期的に実施します。 

 

８ 虐待防止に関する内容 

(1) 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するために、次の措置を講ずるものと 

する。 

ア 虐待の防止に関する委員会及び担当者の設置。 

   イ 虐待を防止するための職員に対する研修の定期的な開催。 

    ウ 利用者及びその家族からの苦情に対する処理体制の整備。 

エ 虐待を防止するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事が出来るも 

のとする。)の定期的な開催及びその結果についての従業員への周知徹底。 

オ 虐待防止のための指針の整備。 

 カ その他虐待防止のために必要な措置。 

(2) 事業所は、サービス提供中に、養護者等による虐待を受けたと思われる利用者を 

発見した場合は、速やかに、これを市に通報するものとする。 

並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。 

 

９ 身体拘束等の禁止 

(1) 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者の生命又は身体を保護するため 

緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束の行為(以下「身体拘束等」という。)を行っ 

てはならない。 

(2) 事業所は、やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利 

用者の心身状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものと 

する。 

(3) 事業所は、身体拘束の適正化を図るため、次に揚げる措置を講ずるものとする 

ア 身体拘束の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して 

行うことができるものとする。)の定期的な開催及びその結果についての従業者へ 

の周知の徹底。 

   イ 身体拘束の適正化のための指針の整備 

    ウ 従業員に対する身体拘束の適正化のための研修の定期的な実施。 

 

１０ 業務継続計画の策定等 

(1) 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護支援サービ 

スの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための 

計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続か計画に伴い、必要 

な措置を講ずるものとする。 

(2) 事業所は従業員に対し、業務継続計画につて説明、周知するとともに、必要な研 

修及び訓練を定期的に実施するものとする。 

 



(3) 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の 

変更を行うものとする。 

 

１１ 感染症に関する事 

(1) 事業所は感染症発生及びまん延防止のために、次の措置を講ずるものとする。 

ア 感染症発生及びまん延防止に関する委員会及び担当者の設置。 

   イ 感染症の発生及びまん延防止のための職員に対する研修の定期的な実施。 

     ウ 感染症の発生及びまん延防止するための対策を検討する委員会(テレビ電話装 

置等を活用して行うことができるものとする。)の定期的な開催及びその結果につ 

いての従業員への周知徹底。 

 エ 感染症の発生及びまん延防止のための指針の整備。 

オ その他感染症の発生及びまん延防止のために必要な措置。 

 

１２ 苦情の受付について 

(1)  当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○相談・苦情受付担当者       管理者・生活相談員 茅 野 清 美 

    ○通常の受付時間       毎週月曜日～金曜日 ８：３０～１７：１５ 

 ○連絡先           南さつま市社会福祉協議会笠沙支所 

                   電話 ０９９３－６３－１１１０ 

    ○相談・苦情解決責任者    笠沙支所長  田 畑 伸 悟 

 

(2)  円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順の概要 

ア 相談・苦情受付担当者が、相談・苦情受付書により、随時受け付けます。 

イ その際、第三者委員への報告の要否、話し合い時の助言・立会の要否を伺いま

す。 

ウ 担当者は、相談・苦情解決責任者、要望により第三者委員に報告します。 

    報告を受けた第三者委員は、報告を受けた旨を、苦情・相談申出人に報告します。 

エ 相談・苦情解決責任者は、職員、関係者に事実確認を行い、その処理及び改善に 

ついて協議します。 

オ 第三者委員の立会を必要とする場合はその立会いの下に、申出人と話し合いに

よる解決を図ります。 

カ 話し合いの場で新たに相談・苦情が発生した場合及び提示した処理及び改善に 

確認が得られなかった場合は、直ちに職員、関係者とその処理及び改善について 

協議し、的確な処理方法を検討します。 

キ 処理及び改善が確認された場合は、その方法により迅速に処理及び改善します。 

ク 相談・苦情処理は、原則として１日以内に行われるよう努めます。それにより 

がたい場合でも、可能な限り速やかに処理するよう努めます。 

ケ 担当者は、受付から解決・改善までの経過と結果を記録するとともに、個人情 

報に関するものを除き、その実績を公表します。 

 

 

 



(3)  第三者委員 

   本事業所では、地域にお住まいの次の方を第三者委員に選任し、地域住民の立場か

ら本事業所のサービスに対するご意見などをいただいています。本事業所への苦情や

ご意見は、第三者委員に相談することもできます。 

    ○第三者委員 

       内 野 正 人   南さつま市金峰町 電話０９９３－７７－２８０１ 

藤 井  泉     南さつま市坊津町 電話０９９３－６８－０４６５ 

濱 邊 妙 子  南さつま市加世田 電話０９０－８４１０－０９２６ 

 

(4)  行政機関その他苦情受付機関 

    ○南さつま市市民福祉部介護支援課介護給付係 電話０９９３－５３－２１１１ 

          笠沙支所市民課市民生活係    電話０９９３－６３－１１１１ 

          大浦支所市民課市民生活係    電話０９９３－６２－２１１１ 

          坊津支所市民課市民生活係    電話０９９３－６７－１４４１ 

    ○鹿児島県南薩地域振興局地域保健福祉課   電話０９９３－５３－８００１ 

    ○鹿児島県国民健康保険団体連合会      電話０９９－２０６－１０８４ 

    ○鹿児島県福祉サービス運営適正化委員会（鹿児島県社会福祉協議会） 

                          電話０９９－２８６－２２００ 

 

１３ 提供するサービスの「第３者評価」の実施状況について 

 

実施の有無 なし 

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和  年  月  日 

 

 

総合事業通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行い

ました。 

 

 

  説明者職名  通所介護事業所潮風の里      

 

 

氏   名                   

 

 

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、総合事業通所介護サービス

の提供開始に同意しました。 

 

 

 

利用者 住 所       南さつま市                  

 

       氏 名                              

 

 

  （署名代理者） 

      住 所                              

 

      氏 名                              

 

      関 係                              

 

 

 

※この重要事項説明書は、厚生省令第３５号（平成１８年３月３４日）第８条の規

定に基づき、利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したもので

す。 

 

 

 

 

 

 


